
 

１ . 家族信託 ４ 信託活用  

公認会計士 長谷川佐喜男  

 

 前回 信託 基本的 性質 主 述べ した 今回 実際

う 場面 信託 活用 こ 見 い たい 思い  

 

１ 高齢化社会 不動産管理  

 日本 々 均寿命 延び 今 高齢化社会 進 いわ い

同時 判断能力 喪失した いわゆ 認知症 高齢者 増え い

そ う 高齢者 保 し い 資産 高齢者自身 判断能力 喪失し

い た 契約等 法 行 そ 結果 資産 活用 こ

 

 し し信託 信託設定 委託者 事情 左右さ 的 財産 管理

こ 信託契約 信託目的 管理や運用 方法 明

確 し け そ 委託者 認知症 判断能力 喪失した し

問題 く財産 管理さ い  

 従来 認知症等 判断能力 喪失した人 財産管理 成 見制

度 広く活用さ した  

 裁判所 選任さ た家族等 成 見人 成 被 見人 財産 管理

し いく非常 いい方法 あ 成 被 見人 財産 保護し い

くこ 主眼 置 い た 運用や処分 関し 非常 ハードル 高

く 財産 積極的 活用 制限さ い 実情  

 た 近 財産管理 安全性 観 裁判所 成 見人 家族

専門家 選任 方向 い  

 信託 判断能力 あ 時 信頼 人 財産管理 託 た 認知

症等 成 見制度 利用 こ く 財産管理 可能 当初

家族 託者 家族信託 活用 途中 託者 変更 い限

家族 財産管理 し いくこ  

 例え 図 いえ 父 委託者 意思表示 明確 時 配偶者

託者 信託契約 締結し  

 そ 配偶者 父 代わ 財産 管理及び運用 し いくた 仮 父

認知症 た し 以前 変わ く財産管理 進  

 

例  

委託者

信託財産

信託契約

受益者
受託者

信託契約
委託者 父
受託者 配偶者
受益者 父

信託で 、受託者 管理処分す ため、信託契約設

定時 意思どお 財産管理 で

 

 

 し し 信託 あく 意思表示 こ 前提 た 判断能力

喪失し 信託 こ 不可能 成 見制度 利用 し

く た 早期 将来 考えた 組 必要  
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